
1 

平成 30年度 八王子市職員採用試験募集要項 
 

1 募集職種、試験区分、採用予定者数及び受験資格 

職種 試験区分 
採用人数

（予定） 
受験資格 

必要な 

資格・免許 

一般 

行政職 
M衛生監視 若干名 

○昭和 58 年 4 月 2 日以降に生

まれた方（学歴要件なし） 

○食品衛生監視員の資格を有する方 

※5 ページの「食品衛生監視員の

資格要件について」を参照 

◎同一試験日における複数の試験区分に申し込むことはできません。なお、申込後の試験区分の変更はできません。 

◎活字印刷文による出題に対応できる方に限ります。 

◎地方公務員法第 16条の欠格条項に該当する方は受験できません。 

 

2 申込方法 

申込方法 持参(郵送等による申込みはできません。) 

提出物 

(a)八王子市職員採用試験申込書 1通 

(b)顔写真〔タテ 4㎝、ヨコ 3㎝〕 

2枚（うち 1枚は申込書の顔写真欄に貼り付け、残りの 1枚を持参する。） 

(c)衛生監視に関わる過程に関連する学校等の成績証明書 1通 

受付期間 

平成 30年 11月 8日（木）、9日（金） 午前 10時から午後 8時まで 

平成 30年 11月 10日（土） 午後 1時から午後 4時まで 

受付日により時間が違いますのでご注意ください。 

受付場所 
11月 8日（木）、9日（金） 八王子市役所本庁舎 3階 職員課 

4ページの案内図参照 
11月 10日（土） 八王子市役所本庁舎職員会館 

受験票 受付時にお渡しします。 

◎受付時に面接を行います。面接は第一次試験に含まれます。 

◎申込書は、A4サイズ両面で提出してください。片面印刷の場合、のりなどで両面貼り合わせてから提出してください。 

◎大学等が遠方の場合など、成績証明書の取得が間に合わない場合には、4 ページの問合せ先まで事前にご連絡くだ

さい。 

◎提出していただいた書類は第一次試験に含まれます。返却しませんので御了承願います。 
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3 試験の日時、会場及び合格発表の方法 

 実施日時 会場 合格発表の方法 

第一次試験 
平成 30年 

11月 25日（日） 
八王子市役所内会議室 

合否にかかわらず、受験者全員に

12 月中旬に結果通知を発送しま

す。 

第二次試験 

平成 30 年 12月下旬

の指定した日時 
八王子市役所内会議室 合否にかかわらず、第二次試験受

験者全員に、12 月中旬までに結果

通知を発送します。 （第一次試験の合格者に対して行います。詳細

は、第一次試験合格者に通知します。) 

第三次試験 

平成31年1月中旬の

指定した日時 
八王子市役所内会議室 

合否にかかわらず、第三次試験受

験者全員に、1 月末日までに結果

通知を発送します。 （第二次試験の合格者に対して行います。詳細

は、第二次試験合格者に通知します。) 

合格発表日から 7日間、八王子市役所前の掲示場及び八王子市ホームページに、 

合格者の受験番号を掲出します。 

アドレス http://www.city.hachioji.tokyo.jp/contents/saiyou/index.html 

 

4 試験の方法 

 時間 科目 概要 

第 一 次 試 験 

120分 教養試験 

【40題出題】 

社会、人文、自然に関する一般知識を問う問題（２０題） 

文章理解、判断推理、数的推理、資料解釈に関する能力を問

う問題（20題） 

90分 論文試験 

【1題出題】 

課題に対する記述式（論文）による筆記試験を行います。

（1,200字程度） 

第 二 次 試 験 ― 
適性検査 仕事への適応性等について、筆記による検査を行います。 

グループワーク 与えられた課題について、集団で作業等を行います。 

第 三 次 試 験 ― 口述試験 個別面接による試験を行います。 

◎教養試験・申込時審査が一定の基準に達しない方は、論文試験の採点は行いません。 

◎最終合格者は、第三次試験及びその他の提出書類等を総合的に判定し決定します。 

◎試験問題に関して、本要項に記載してある内容以上のことはお答えできません。 
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5 採用の方法及び採用の時期 

最終合格者を、高得点順に採用候補者名簿（職種別）に登載します。 

採用候補者名簿の有効期間は、原則として名簿登載から 1年間です。 

採用は、原則として平成 31年 4月 1日となります。 

 

6 初任給 

初任給は、各人の卒業時年齢及び学歴・職歴等によって算出されます。 

例）採用時大学 4卒 22歳の場合 月額 210,110円 

（1）平成 30年 10月 15日現在の給料月額に地域手当（15％）を加えたものです。 

（2）この初任給は、目安であり、採用時の給料を約束するものではありません。 

（3）採用前に給与改定があった場合は、その定めるところによります。 

（4）上記のほか、通勤手当、住居手当、扶養手当、期末・勤勉手当等の手当制度があります。 

 

7 その他 

◎この試験において市が収集する個人情報は、採用試験及び採用に関する事務以外の目的への使用は一切しませ

ん。ただし、採用者の個人情報は人事情報として使用します。 

◎受験資格の有無、申込書記載事項の真否等について調査します。なお、申込書記載事項に虚偽があった場合、職

員として採用される資格を失う場合があります。 

◎拡大文字による試験問題を希望する方、車椅子による受験を希望する方は、事前の準備が必要となりますので、申

し込み時に職員課人財育成担当までご連絡ください。 

◎日程変更等重要なお知らせは、八王子市ホームページに掲載します。 

◎八王子市職員採用試験は、市民の皆さまの貴重な税金を使って実施します。試験を申し込んだ方は必ず受験する

ようお願いいたします。 
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◇ 受付会場案内図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八王子市役所バス停 

正面玄関 

市役所入口元本郷公園東バス停 

【バスをご利用の場合】 
JR八王子駅・京王八王子駅から 

JR八王子駅北口 8番のりば 
京王八王子駅中央口 2番のりば 
・松枝住宅（市役所入口経由）行 
「市役所入口元本郷公園東」バス停下車 

・高尾駅南口（市役所入口経由）行 
「市役所入口元本郷公園東」バス停下車 

・横川町住宅（市役所入口経由）行 
「市役所入口元本郷公園東」バス停下車  

 
西八王子駅から 
北口 1番のりば 
・楢原町行 
「八王子市役所」バス停下車 

北口 2番のりば 
・松枝住宅行 
「市役所入口元本郷公園東」バス停下車 

北口 1番のりば 
・はちバス北西部コース（八王子市地域循環
バス）東海大学八王子病院行 
「八王子市役所」または「元本郷公園東」バ
ス停下車 

 
【徒歩の場合】 
西八王子駅から歩いて約 20分 

職員会館 

（11月 10日受付会場） 

問合せ先 

八王子市 総務部 職員課 人財育成担当 
〒192-8501東京都八王子市元本郷町三丁目 24番 1号 
＜電話＞ 042-620-7254（直通） 
    090-2330-4177（11月 10日はこちらへ） 
＜E-mail＞jinzai@city.hachioji.tokyo.jp 

本庁舎東側通用口 

（平日午後 5時 15分以降はこ

ちらから入館してください。） 
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「食品衛生監視員」の資格要件について 

 

次のいずれかの資格要件を満たす人が受験できます。 

 

 

≪別表≫ 

平成 16 年 2 月 27 日付 食安発第 0227003 号 

「食品衛生管理者及び食品衛生監視員に係る資格要件の取扱いについて」 

課程 畜産学 水産学 農芸化学 

所定科目 

（１）家畜育種学 

（２）家畜品種論 

（３）家畜繁殖学 

（４）家畜栄養学 

（５）飼料学 

（６）家畜管理学 

（７）家畜解剖学又は組織学 

（８）家畜生理学又は生化学 

（９）畜産物利用学 

（10）草地利用学 

（11）家畜衛生学 

（12）畜産学汎論 

（13）畜産経営論 

（１）水産資源学 

（２）漁業学 

（３）水産増殖学 

（４）水産物利用学 

（５）水産生物学 

（６）水族環境学 

（７）水産生物化学 

（１）土壌学 

（２）植物栄養学 

（３）生物化学 

（４）応用微生物学 

（５）栄養化学 

（６）食品化学 

（７）農産物利用学 

（８）畜産物利用学、水産物利

用学又は林産物利用学 

（９）農薬化学 

（10）生物有機化学 

必要取得

科目数 

上記 13 科目（相当する科目を含

む。）のうち、11 科目以上 

上記 7 科目（相当する科目を含

む。）のうち、6 科目以上 

上記 10 科目（相当する科目を含

む。）のうち、8 科目以上 

※所定の科目（相当する科目を含む。）の履修状況は大学等にお問い合わせください。 

①医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師の免許を有する人（取得見込みは含まない。） 

②大学又は高等専門学校において、医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒

業した人（卒業見込みを含む。） 

※薬学については、四年制課程を修めて卒業した人（卒業見込みを含む。）を含みます。 

※畜産学、水産学、農芸化学の課程を修めて卒業した人（卒業見込みを含む。）については、厚生労働省の通知にある所定の科目

を履修した人に限ります。下の≪別表≫を参照。 

③厚生労働大臣（※平成 27 年 4 月１日以降は、都道府県知事。）の登録を受けた食品衛生監視員の養成施設において

所定の課程を修めて卒業した人（卒業見込みを含む。） 

※資格の有無については、大学等での履修状況により資格が取得できないこともありますので、大学等に十分確認のうえ、申し

込んでください。（必要に応じて書類を提出していただきます。） 

※厚生労働省の定める施行令ないし通達とは異なりますので、ご注意ください。 


